
介 第 ５００ 号 

平成２８年９月６日 

 

各社会福祉法人代表者 様 

 

                        大田市健康福祉部介護保険課長 

                           （ 指 導 監 査 係 ） 

 

社会福祉施設等における今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について（通知） 

 

 平素は社会福祉事業の推進につきまして、格別のご尽力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

 このたび、台風１０号による暴風雨等により岩手県内の認知症高齢者グループホーム

で多数の入居者がなくなるなど、各地で甚大な被害が発生しています。 

今後も台風の上陸が予想されるとともに、水害・土砂災害の発生の恐れがあることか

ら内閣府及び消防庁において９月２日付けで事務連絡が発出され、これを受け厚生労働

省から、当該事務連絡の内容について社会福祉施設等に周知するよう通知がありました。 

 つきましては、別添事務連絡の内容をご承知の上、非常災害発生時の適切・迅速な避

難誘導等に万全に期すようお願いします。 

 

 

 

担当者 ： 介護保険課 指導監査係  石田、細田 
        TEL ： 0854-83-8064 
        FAX ： 0854-84-9204 
        E ﾒｰﾙ ： o-shidou@iwamigin.jp 

 



事 務 連 絡 

平成 28年９月２日 

 

 

都道府県  
 

  各 指定都市 民生主管部局 御中 
 

    中 核 市 

 

厚生 労働省雇用均等 ・児童家庭局総 務 課 
 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 
 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 
 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

 

 

今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について（周知依頼） 

 

 平素より、社会福祉の推進につき、ご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

 今般、台風第 10号に伴う暴風雨等による災害により、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高

齢者グループホームにおいて多数の入居者が亡くなるなど、各地で甚大な被害が発生して

います。 

 こうした状況を受け、内閣府及び消防庁においては、今後も台風の上陸が予想されると

ともに、これに伴い水害・土砂災害の発生のおそれがあることから、本日付けで、別添の

とおり、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」の内容について、改めて

周知を図るとともに、避難準備情報が発令された場合には、災害時要配慮者の立ち退き避

難を求めるなど、特に徹底すべき事項に関して、各都道府県防災担当主幹部局長あて事務

連絡がなされたところです。 

 貴課におかれましても、当該事務連絡の内容について十分に御了知いただくとともに、

管内市町村及び社会福祉施設等に対する周知を図るほか、災害発生の危険性が高まった場

合には、各社会福祉施設等において適切な対応がとられるよう、積極的な情報提供・助言

をお願いいたします。 

 










